
   

三芳町第６次総合計画策定支援業務委託 

プロポーザル募集における質問に対する回答 

 

 

質  問  内  容        

 

 

   回         答 

（提案募集要項） 

２参加申込書に関する事項 

（1）参加申込書の作成様式 

 

（ご質問） 

①テーマについて、（※１行目、Ａとし

ます。）「調査分析や住民参画事業、

計画書のデザイン等の策定手法な

ど提案の方向性」（※２行目、Ｂとし

ます）「他自治体での実績として成

果物を確認できるサイト情報」 

とありますが、 

・Ａ、Ｂそれぞれをまとめたもの 

（Ａ４用紙１枚に、Ａ・Ｂを納める） 

・Ａについて内容を確認できるＢの

サイトをまとめたもの 

の２通りの解釈ができますが、どち

らと理解すれば宜しいでしょうか。 

 

 

 

 

 

①「提案資料（Ａ４ １枚）」につきま

しては、「調査分析や住民参画事業、

計画書のデザイン等の策定手法な

ど提案の方向性」及び「他自治体で

の実績として成果物を確認できる

サイト情報」を１枚にまとめていた

だくものとなります。 

 

（提案募集要項） 

４提案書の作成に関する事項 

（1）提案書の作成様式、提出部数 

 

（ご質問） 

①「任意様式による提案書（Ａ４版）」

とご指定はありますが、提出枚数の制

限はございますか。 

 

 

 

 

 

①提出枚数の制限はございませんが、

提案のプレゼンテーションでご説

明できる範囲での作成をお願いす

るものです。 

（特記仕様書） 

５委託業務の内容 （2）策定体制支援 

 

 

 

 



   

（ご質問） 

①総合計画策定委員会、施策検討部会

及び総合計画審議会それぞれの各

年度開催予定回数をお聞かせくだ

さい。 

 

②総合計画策定委員会及び施策検討

部会の構成メンバー（職層等）をお

聞かせください。 

 

①総合計画策定委員会は前回策定時

の実績により、各年度３回程度、施

策検討部会は令和４年度に５回、令

和５年度に１０回程度の開催を想

定しています。 

②総合計画策定委員会は課長級、施策

検討部会は副課長・主幹級を予定し

ています。 

（特記仕様書） 

５委託業務の内容 （6）意識調査 

 

（ご質問） 

①地権者意向調査の実施の事由及び

目的をお聞かせください。 

②事業所調査においてメールを活用

予定と想定しますが、貴町に登録さ

れているアドレスを活用するとい

う理解で宜しいでしょうか。また、

120 事業所のうちどの程度の事業所

が対象でしょうか。 

 

 

③学校生徒・児童向け調査においてネ

ット調査とありますが、教育委員会

経由での実施と想定して宜しいで

しょうか。 

 

 

 

 

①土地利用構想検討の参考とするた

めの意向調査を想定しています。 

②事業所調査は、町内に所在する事業

所のうち 120 事業所を抽出し実施

するものを想定します。ホームペー

ジ等でのアドレスを調査し、必要に

応じて郵送での調査と考えていま

す。この方法に代わる実施方法がご

ざいましたらご提案をいただけれ

ばと考えています。 

③基本的には教育委員会、各学校に依

頼して実施することを想定してい

ます。 

（特記仕様書） 

５委託業務の内容 （7）住民参画事業 

 

（ご質問） 

①地域懇談会について、「基本構想・基

本計画素案の内容における（略）意

見交換会の支援。」とありますが、素

案を中心とした懇談会と理解して

宜しいでしょうか。また、想定する

 

 

 

 

①意見交換の場の一つとして、素案の

概要による懇談会を想定していま

す。開催時期は、令和 5 年度におい

て素案の概要が示すことができる

段階での開催を想定したものです。 



   

開催時期についてお聞かせくださ

い。 

②まちづくり懇話会について、開催趣

旨は①と同様と理解して宜しいで

しょうか。併せて、想定する開催時

期についてお聞かせください。 

 

 

②まちづくり懇話会では、各種まちづ

くりをテーマとする中の一つとして

総合計画策定状況をお示しすること

を想定しています。意見徴取の機会の

一つとしてあげております。 

（特記仕様書） 

５委託業務の内容 （8）構想・計画素

案作成 

 

（ご質問） 

①「基本構想、基本計画の素案を作成

するとともにまち・ひと・しごと創

生総合戦略の統合」とありますが、

基本構想・基本計画（素案）に組み

込むという理解で宜しいでしょう

か。 

②第１期、第２期のように独立した計

画書は作成しないという理解で宜

しいでしょうか。 

③第２期創生総合戦略の計画期間は

令和６年度までですが、１か年度前

倒しするという理解で宜しいでし

ょうか。 

 

 

 

 

 

①第６次総合計画における冊子に、ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略を組

み入れる方向で検討しています。 

 

 

 

②上記①のとおりとなります。 

 

 

③前倒しを視野に検討を進めていく

予定です。 

 


